
原議保存期間1 0年

(平成39年12月31日まで）

皇宮警察本部長

各管区警察局長

各都道府県警察の長

事 務 連 絡

平成29年1月30日

警察庁長官官房首席監察官

殿

平成28年訟務統計について

みだしの件については、別添のとおりであるので活用されたい。
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注本統j汁は、 、ド成28年中の警察に係る争訟事件について、平成28年l2月27H付け警察庁丙人発第190g- {訟務関係統計

資料の定期報告要領の制定について（通遠)」に蕪づく都道府県警察からの報告等により作成したものである‐

なお、様式1－1については、 ｜劃（国家公安委員会・警察庁）を当事背とする事件を含んでいる。



様式1－1

訴訟事件の審級別状況調
（平成28年）

(全国）

発 生 結 果 補 助 参 加

当期末

の未済

件数

(A)､B)

判決 そ の 他 前期か

らの繰

越件数

当期中

の参加

件数

当期中

の終結

件数

末
済
数

期
未
当
の
件

前期か

らの繰

越件数

当期中

の発生

件数

審級別

ｊ

計
Ａく
警察側

勝訴

警察側

敗訴 ｊ

計
Ｂく

放棄 認諾 和解取下 その他
事件種別

一審 99 102 201 85 11 13 1 101 91

二審 27 51 78 52 11 1 64 14
行政訴訟事件

三審 10 24 34 25 2 27 7

112計 136 177 313 162 24 14 1 201

一審 211 212 423 172 214 19 4 4 215 208 7 3 4

二審 35 89 124 82 8 4 3 97 27
国家賠償事件

三審 24 38 62 43 2 45 17 1 1

計 270 339 609 297 24 2 23 4 7 357 252 8 4 4

－審 8 14 22 9 3 1 13 9

民事訴訟事件 二審 2 3 5 4 1 5 1 1

三審 2 2 4 4 4 1 1

計 12 19 31 17 4 1 22 9国家賠償事件を除く 2 11

－審 328 646318 266 25 2 35 5 5 338 308 7 3 4

二審 64 143 207 138 19 6 3 166 41 1
Ｆ
■
Ⅱ
■
■

計
今
ロ

三審 36 10064 72 4 76 24 1 1 1 1

計 418 535 953 476 48 2 41 5 8 580 373 8 2 5 5



様式2－1

告訴・告発事件等調

（平成28年）

(全国）

【告訴･告発事件】

結 果
と
ず
罪
粍 ｊ

末
済
Ｂく

期
未
一

当
の
帥く

ｊ

計
Ａく

終結

(B)
当期中の発生前期末からの鰻越

その他

’
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l l

事件数

職員数
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101

243

妬
一
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27610’ 350 1 1 1 47 1 149 1 67 1 口’3

【起訴された告訴･告発事件｝

区分1 11

末
済
Ｂく

期
未
一

当
の
帥く

結 果

有罪 ｜ 無罪 ｜ その他
ｊ

計
Ａｌ

終結
(B)

当期中の発生前期末からの鰻越

一審

二審
事件数
三審

計

一審

二審

職員数三審

計

事件数

職員数

’



告訴・告発事件等調

（平成28年）

(全国）

【付審判請求事件】

’
果結

ｊ

計
Ａく

終結

(B)

当期末の未済

(A)-(B)
審級別 当期中の発生前期末からの推越

|付審判決定|請求棄却｜ その他
一審 328 24 626

二審 77 43

事件数
審三

計 398 31 1029

一審 12755 72 1 14 2 1 16 11

二審 3131 5 265

職員数
審三

計 55 158 119 2103 121 37

【付審判事件】

’区分
結 果

ｊ

計
Ａく

終結

(B)

当期末の未済

(A)-(B)
当期中の発生前期末からの稚延

｜ 有罪 ｜ 無罪 ｜ その他
一審

二審
事件数

審三

計

一審

二審
職員数

審三

計



告訴・告発事件等調

（平成28年）

(全国）

【検察審査会審査事件】

結

第1段階の審査

不起訴不当 不起訴相当

果

ｊ

計
Ａく

終結

(B)

当期末の未済

(A)-(B)’
第2段階の審査

起訴議決|起訴禰淡に至らず

当期中の発生前期末からの織趨

’起訴相当 その他

１
１

｜
’

｜
’ ’

事件数 ’ 12 13 58

’

｜ ’ ｜ ,， ’ ｜ ’25職員数 4 47 51 25 26

【議決に基づき起訴された検察審査会審査事件】

区分I

結 果

ｊ

計
Ａく

終結

(B)

当期末の未済

(A)-(B)
当期中の発生前期末からの職趨

有罪 ｜ 無罪 ｜ その他
－審

二審
事件数

審三

計

－審

二審
職員数

審三

二DI

目T

注「議決｣とは､起訴相当若し<|ま不起訴不当の議決又は起訴謬決をいう。



様式3－1

人権侵犯事件調
（平成28年）

(全国）

発

前期から当

の縫越の

生
丁
判
到

結 果

ｊ

末
済
旧

期
未
一

当
の
帥く|通告|勧告’ |雲講|調整|援助|…|駕蜜|撫寅|打切|中止’ |啓発’

期
発 計(A) ||告発 説示 移送

事件数’ 41 ’51 ’，
職員数| ,21 B F

131 6

| | | | | | | | | "| | |n 321 15



様式4

行政不服申立事件調
（平成28年）

(全国）

公安委員会が行う処分に関するもの
"．」 ｜裁 決

期

中

警察本部長又は警察署長が行う処分に関するもの
ﾃZr| ゞ“ 鯵。」 ｜|裁 決' .“

当

期

中

当

前期末か

らの繰越 発
当
の
期
未
前期末か

らの繰越

当
の 生

末
済 の 発 生 の

期
未
末
済取下げ取下げ

|却下叉憾案副’却下又は棄却 認 容 認 容却下又は棄却

幽濁法 関 係｜
組|その他（ ）｜
更'風営適正化法関係|｜
活！

安'銃 刀 法 関 係｜
全 その他（ ）｜
免許の停止|
免許の取消|｜
道免許の拒否・保留｜
路免許証の交付|｜
交免許証の更新｜

≦・蕊莞転豪諒|｜
法|違反者講習通知等|｜
通関|移動措置等|｜
係放置違反金納付命令｜
道路使用許可|｜
そ の 他| ｜
車 庫 法 関 係 ｜
その他（ ） ｜
警||公安条例関係|｜
備|その他（ ）|｜
総 情報公開･個人情報保護条例関係|｜
窪 地方公務員法関係|｜
患 その他（ ）' ’

計 ｜’

組

全安活生

係関法通交路道

交

通

警備

総

警務

’
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